社会福祉法人福島県社会福祉協議会

老人福祉施設協議会運営内規

（目　　的）

第１条　この運営内規は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会部会・委員会及び協議会規程第７条に基づき、協議会運営に必要な事項を定めることを目的とする。

（構成及び会員）

第２条　この協議会は、次の社会福祉施設（以下「施設」という。）をもって構成し、会員とする。

（１）養護老人ホーム

（２）特別養護老人ホーム

（３）軽費老人ホーム

（４）ケアハウス

（５）デイサービスセンター

（事　　業）

第３条　本会は、各施設との連絡協調を図り、施設利用者の福祉向上と施設の事業推進を期するため、次の事業を行う。

　（１）施設の振興に関すること

　（２）施設関係者との連絡、調整

　（３）施設事業に関する調査研究

　（４）職員の研修に関すること

　（５）その他、本会の目的達成に必要な事項

（役　　員）

第４条　本会には次の役員を置く。

　　　　　会　長　　　１名

　　　　　副会長　　　１名

　　　　　委　員　　２４名

　　　　　監　事　　　２名

２　会長、副会長は委員定数のなかに含まれるものとする。

（役員の選任）

第５条　委員は、総会において次により選任する。

（１）養護老人ホームより３名、特別養護老人ホームより７名、軽費老人ホーム・ケアハウスより２名、デイサービスセンターより１２名とする。

（２）委員の選出については別紙１のとおり定める。

２　会長、副会長は委員の互選とする。

３　監事は、総会において選任する。

（役員の任期）

第６条　役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。

２　補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役員会）

第７条　役員会は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。

２　役員会で協議する事項は、次のとおりとする。

（１）総会に附議する事項

（２）その他、会長が附議した事項

（総　　会）

第８条　総会は、会長が召集する。

２　総会の議長は、その都度、会員の互選によって定める。

３　総会で協議する事項は、次のとおりとする。

　（１）事業計画及び事業報告に関する事項

　（２）予算及び決算に関する事項

　（３）役員の選出に関する事項

　（４）運営内規の制定及び改廃に関する事項

　（５）その他、会長が附議した事項

４　総会は、年１回以上開催する。

５　総会は、会員の過半数の出席で成立する。

６　総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（部　　会）

第９条　本会の業務を円滑に行うため、部会をおく。

２　部会は次の２部会とし、役員は、いずれかの部会に所属する。

（１）施設部会（養護老人ホーム３名、特別養護老人ホーム７名、軽費老人ホーム・ケアハウス２名）

（２）在宅部会（デイサービスセンター１２名）

３　各部会に部会長１名、副部会長２名をおく。

４　部会長、副部会長は委員の互選とする。

５　部会の委員は、施設長の中から役員会の同意を得て会長が委嘱する。

（部会の支部）

第10条　部会に支部をおくことができる。

（委員会）

第11条　本会の業務を円滑に行うため、委員会をおくことができる。

２　委員会は次の２委員会とする。

（１）老人福祉施設協議会企画広報委員会

（２）在宅部会企画委員会

（３）委員の選出については別紙２のとおり定める。

３　各委員会に委員長１名、副委員長１名をおく。

４　委員長、副委員長は委員の互選とする。

（経　　費）

第12条　本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

２　会費については、別に定める。

　　　　　附　　　則

　この運営内規は、平成１３年４月２６日から施行する。

　　　　　附　　　則

　この運営内規は、平成１４年４月２５日から施行する。










